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地域再生計画 

 

１ 地域再生計画の名称 

共につくる。まるごと元気！多治見 

 

２ 地域再生計画の作成主体の名称 

岐阜県多治見市 

 

３ 地域再生計画の区域 

岐阜県多治見市の全域 

 

４ 地域再生計画の目標 

【人口の推移】 

本市は、昭和 15（1940）年に市制施行後、近隣町村の編入等により人口を増や

してきました。その後も昭和 40（1965）年代頃から昭和の終わりにかけて郊外団

地の開発が進み、人口は大きく増加しました。しかし、平成 17（2005）年の国勢

調査で人口が減少に転じた後は、将来人口推計においても人口が減少を続け、令

和２（2020）年現在の住民基本台帳上の人口は 110,173人となっており、令和 10

（2028）年頃に 10万人を下回る見込みです。 

本市では、昭和 30（1955）年代から自然増・社会増により人口が増加してきま

した。特に、昭和 40（1965）年代には第２次ベビーブームなどで大きな自然増と

なり、昭和 50（1975）年代後半から、郊外団地の開発などで大きな社会増となり

ました。その後、平成 11（1999）年頃から社会減に転じ、平成 17（2005）年頃か

ら自然減となったため、人口が減少に転じています。 

年齢階層別人口では、生産年齢人口は、昭和 50（1975）年代から大幅に増加し

てきましたが、平成 17（2005）年に減少に転じました。年少人口は、昭和 60（1985）

年をピークに減少を始めています。一方、高齢人口は年々増加し、平成２（1990）

年頃から大幅に増加しています。将来人口推計においても高齢化は進む見込みで

す。 
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【直面している基本的な７つの課題】 

① 少子化対策 

人口を維持するためには、合計特殊出生率が 2.07程度必要ですが、本市は、平

成 28（2016）年度で 1.33 にとどまっています。人口減少対策として、少子化に

歯止めをかけるため、若い世代が安心して働き、結婚、妊娠、出産、子育てがで

きる環境を整備し、出生率を向上させる必要があります。 

② 移住定住の促進 

本市は、就業や結婚などによる 10 代 20 代の若者の転出超過を、郊外団地の住

宅購入などによる子育て世代の転入超過が上回っていたため、人口が増加してき

ました。かつて多くを占めた住宅事情を理由とする転入者は減少し続けている一

方で、職業上や結婚等を理由とした転出者が多く、平成 12（2000）年以降は県外

への転出を中心とした転出超過が続いています。人口減少に歯止めをかけるため

には、市民が住み続けたいと思い、市外の人が住みたくなる魅力あるまちをつく

る必要があります。 

③ 女性の活躍推進 

女性の社会での活躍に際しては、結婚、妊娠、出産、子育て、介護などの家庭

生活に関する事由が大きな影響を与えています。そこで、企業による就業環境の

改善や、家族が相互に協力し合って家庭生活を担い、ワーク・ライフ・バランス

（仕事と生活の調和）の実現に向けて女性が社会で活躍できる環境を整える必要

があります。 

④ 高齢者の活躍推進 

10 年後の令和 12（2030）年には市民の 2.8 人に１人が 65 歳以上、4.5 人に１

人が 75歳以上となり、今後は、高齢者が健康で生きがいを持って生活できる環境

づくりが重要です。「人生 100年時代」を迎えるにあたり、意欲のある高齢者が、

年齢に関わりなく働くことができるとともに、地域社会の担い手になるなど高齢

者が活躍できる社会をつくる必要があります。 

⑤ 経済の活性化 

人口減少が経済の縮小を招き、経済の縮小が人口減少を加速させます。こうし

た悪循環に陥ることがないよう、中小企業の振興を支援します。また、地場産業

の支援、企業誘致、創業支援、中心市街地の活性化、広域連携による観光誘客な
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ど、地域経済を活性化させ、“しごと”を呼び込み、“ひと”が集まる好循環を

実現させる必要があります。 

⑥ 地域力の向上 

ますます高齢化が進む中で、地域での福祉や防災・防犯における共助の重要性

が一層増しています。特に防災においては、市民の自助・共助なしでは成り立ち

ません。一方、高齢者のみの世帯や自治会未加入者の増加、自治会役員の担い手

不足など、地域力の向上を図る上での基盤となる共助がぜい弱になっています。

地域力のさらなる向上を図るため、地域のすべての人で支え合う気運を高め、市

民の活動が活発になるような取組を支援する必要があります。 

⑦ 人口減少に対応した行財政運営 

人口減少に伴う市税収入の減少、高齢化に伴う社会保障費の増加、公共施設の

老朽化など、今まで以上に厳しい行財政運営が見込まれます。今後は、企業誘致

や移住定住促進などの人口減少対策により市税収入を確保しつつ、広域連携を図

るなど効率的、効果的な行財政運営を目指し、行政の改革を推進するとともに、

健全な財政状況を維持しなければなりません。 

【目指すべき将来の方向】 

まちの中央部に土岐川が流れ、四方を山々に囲まれた豊かな自然環境に恵まれ

ている本市は、これまでの総合計画によって、都市機能を 10万都市にふさわしい

レベルに向上させてきました。教育・医療環境の充実についても積極的に取り組

んできました。こうした取組の結果、生活利便性と自然環境が調和した住環境が

形成されました。また、1,300 年余の歴史を誇る美濃焼と、それによって醸成さ

れた文化は、世界に誇れる市民の財産となっています。今後、ますます高度情報

化が進み、外国人の増加によりグローバル化が進みます。多文化共生の推進など

社会潮流の変化を踏まえ、まちづくりを進めていきます。 

近い将来、リニア中央新幹線の開業により、首都圏へのアクセスがしやすくな

ります。従来からのＪＲ中央線・太多線、中央自動車道・東海環状自動車道は、

中京圏中心都市である名古屋市、製造業が集積する愛知県三河地方への交通アク

セスにも優れており、市域を超えて産業経済、文化などの様々な活動の場を広げ

てきました。拡充される交通網により、今後も“ひと”や“もの”の盛んな交流

が見込まれています。 
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こうした多治見の魅力や特徴を「多治見らしさ」として再認識し、より一層高

めることにより、今後の人口減少による様々な課題を克服する原動力とします。

そして、市民一人ひとりが生きがい、働きがいを感じ、共に助け合い、幸せを実

感できるまちとして、本市が 20 年 30 年後にも 10 万都市を持続していくよう取

り組みます。 

このまちで生まれ育った子どもが、多治見を誇りに思い住み続けたいと思うま

ち、学業などで離れても再び戻りたいと思うまち、市外の人が移住したいと思う

魅力あるまちをつくります。そして、「多治見らしさ」を連綿と次世代に引き継

いでいきます。 

多治見らしさ①：生活利便性と自然環境が調和するまち 

本市は、商業施設、医療機関、子育て支援施設、福祉施設、交通網など市民生

活に必要な都市機能を一定の水準以上に備えており、快適で便利に生活すること

ができます。一方、まちの中央部を東西に土岐川が流れ、四方は山々の緑に囲ま

れているなど、豊かな自然環境に恵まれています。生活利便性と自然環境が調和

している良好な住環境が本市の魅力です。 

多治見らしさ②：美濃焼の伝統を引き継ぐまち 

地場産業としての美濃焼、その歴史とともに育まれた本市の文化は、世界に誇

れる財産です。他の都市との差別化を図るためには、美濃焼の魅力を活用するこ

とが最も効果的です。セラミックバレーの一翼を担う本市から美濃焼の魅力を世

界に向けて発信することにより、陶磁器産業に携わる人々や陶芸家を志す若者が

憧れるまちです。 

多治見らしさ③：子育てしやすいまち 

本市は、保育園や幼稚園での受入体制だけでなく、子どもに関わる総合的な相

談支援体制や子育て・親育ちを支える環境が充実しています。駅北親子ひろばを

はじめ、各小学校区には、児童館や児童センター、たじっこクラブ（放課後児童

クラブ）が設置され、子育て・子育ちを支援する環境を整えています。加えて、

インクルーシブ教育、30人程度学級などの特色ある教育や青少年まちづくり市民

会議などの活発な市民活動により、まちの財産である子どもの豊かな心を育んで

います。 

多治見らしさ④：中心市街地も郊外地域も住みやすいまち 
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本市は、郊外の団地などへの人口流入に合わせて郊外地域の都市基盤を整備し

てきたことにより、人口 10万人を超える都市に発展しました。近年は、ＪＲ多治

見駅周辺部に商業施設、文化・娯楽施設、行政機能を集約し、中心市街地を活性

化させてきました。また、郊外地域と中心市街地を結ぶ交通手段が比較的充実し

ています。 その結果、生活利便性が高い中心市街地と住環境の良い郊外地域があ

り、住みやすいまちになっています。 

多治見らしさ⑤：交通アクセスに優れたまち 

本市は、ＪＲ中央線により約 30 分で名古屋市中心部に到着できるなど、鉄道

網、高速道路網が整っているため、都市間の交通アクセスに優れ、近隣都市だけ

ではなく、中京圏を視野に入れた活動ができるまちです。また、企業誘致におい

ても、本市の優れた交通アクセスは大きな強みとなっており、大手企業の誘致に

成功しています。 

多治見らしさ⑥：市民活動が活発なまち 

市内の各地域では、自治会、消防団、地域福祉協議会、ボランティア活動など

多種多様な共助が行われ、市民の生活を豊かにし、地域への誇りと愛着を高めて

います。また、市民の主体的な生涯学習活動は、地域社会の活性化につながりま

す。全国的に地域、人々のつながりが希薄化している中で、今まで築いてきた「人

と人のつながり」、「人と地域のつながり」の重要性を再認識し、次世代に引き

継いでいきます。 

【基本的目標】 

上記の課題及び目指すべき将来の方向に対応するため、次の事項を本計画の基

本目標に掲げ、達成を図ります。 

・基本目標１ 安心して子育て・子育ちするまちづくり 

・基本目標２ 健康で元気に暮らせるまちづくり 

・基本目標３ にぎわいと活力のあるまちづくり 

・基本目標４ 安全・安心で快適に暮らせるまちづくり 

・基本目標５ 市民が互いに助け合い学び合うまちづくり 

・基本目標６ 政策を実行・実現する行財政運営 

 

【数値目標】 
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５－２の

①に掲げ

る事業 

ＫＰＩ 
現状値 

（ 計 画 開 始 時 点 ） 

目標値 

（ 2024年度） 

達成に寄与する

地方版総合戦略

の基本目標 

共につく

る。まる

ごと元気

！多治見

事業 

自然動態（合計特殊出生

率） 
1.32 1.6 

基本目標１～６ 

多治見市国民健康保険特

定健診受診率（％） 
43.2% 50.0% 

観光入込客数 1,354,807人 1,450,000人 

社会動態（転入－転出） ▲362人 ▲200人 

市民意識調査「住みやす

い」に対する回答 
25.4% 30.0% 

経常収支比率 87.8％ 90.00% 

 

５ 地域再生を図るために行う事業 

５－１ 全体の概要 

５－２のとおり。 

 

５－２ 第５章の特別の措置を適用して行う事業 

○ まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関連する寄附を行った法人に対する

特例（内閣府）：【Ａ２００７】 

① 事業の名称 

共につくる。まるごと元気！多治見事業 

ア 安心して子育て・子育ちするまちづくり事業 

イ 健康で元気に暮らせるまちづくり事業 

ウ にぎわいと活力のあるまちづくり事業 

エ 安全・安心で快適に暮らせるまちづくり事業 

オ 市民が互いに助け合い学び合うまちづくり事業 

カ 政策を実行・実現する行財政運営事業 

② 事業の内容 

ア 安心して子育て・子育ちするまちづくり事業 
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子どもを中心に、親、子育て支援をする人や事業者、地域の「人財」、

教育を支える教員などがひとの“わ”をつくり出すことで、多治見市の

子育てや子育ちの環境をより一層高めていきます。また、子育て・子育

ちを通して、子どもや若者、親など、ひとが育ち、ひとの“わ”をつく

り出すよう支援していきます。 

【具体的な取組】 

・結婚、妊娠、出産への支援 

・保育・幼児教育の充実  等 

イ 健康で元気に暮らせるまちづくり事業 

市民、健康づくりに関わる団体、地区担当保健師などが、ひとの“わ”

をつくり出すことにより、個人、地域の健康意識を高め、まち全体にお

いて「まるごと元気」を循環させていきます。併せて医療環境の充実、

スポーツに携わる「人財」支援とともにスポーツ活動を推進し、健康寿

命を延伸していきます。 

 高齢者・障がい者においては、ひとの“わ”の要素が重なることで、

市民が互いに理解を深め、市民誰もが暮らしやすいまちにします。 

【具体的な取組】 

・健康増進 

・医療体制の充実  等 

ウ にぎわいと活力のあるまちづくり事業 

陶磁器・タイルなどの地場産業、企業誘致による新規産業などが展開

する経済活動は、それぞれが交わり連携することで、地域経済の好循環

を支えています。また、農業や既存商店などは、人々の交流によって支

えられています。さらに、駅周辺整備により生まれる魅力ある中心市街

地は、人と人との交流の拠点となります。 

 こうした様々な要素と、これに関わるひとの“わ”を更に循環させる

ことで、まちの元気を持続させていきます。 

【具体的な取組】 

・地場産業の支援 

・企業誘致  等 
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エ 安全・安心で快適に暮らせるまちづくり事業 

消防団、道路、河川や公園の清掃に取り組む団体、地域の環境保全や

美化活動に取り組む団体や企業、里山を守る森づくり団体などのひとの

“わ”により、安全で快適な居住環境や豊かな自然環境を維持していき

ます。 

 また、商業施設、行政機能などの都市機能を集約させる中心市街地と

郊外地域を結ぶ公共交通により、中心市街地に人が集まり、交流の“わ”

が広がります。 

【具体的な取組】 

・消防・救急体制の充実 

・上水道の安定供給  等 

オ 市民が互いに助け合い学び合うまちづくり事業 

地域では市民による自主防災活動や防犯パトロールが行われています。

このような市民活動との連携に加え、民間企業や他自治体と連携するこ

とにより、地域の安全性が高まります。 

市民、自治組織、ボランティア団体、ＮＰＯなど、多様な主体がそれ

ぞれの得意分野でまちづくり活動を行っています。このような市民の活

動に対する行政の支援や、市民の活動と行政の活動の連携により、まち

が住みやすくなります。 

多種多様なひとの“わ”が、市民の生活を豊かにし、地域への誇りと

愛着を高めています。 

【具体的な取組】 

・地域防災・防犯活動の支援 

・市民活動支援  等 

カ 政策を実行・実現する行財政運営事業 

総合計画の実行・実現に向け、市民と行政が連携し“わ”となって政

策を推進していきます。連携を促進するため、情報の共有を図るととも

に、より多くの市民の意見を政策に反映することができるよう、多種多

様な市民参加の機会を確保していきます。 

【具体的な取組】 
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・健全な財政運営 

・行政の改革  等 

※なお、詳細は第２期多治見市まち・ひと・しごと創生総合戦略のとおり。 

 

③ 事業の実施状況に関する客観的な指標（重要業績評価指標(ＫＰＩ)） 

４の【数値目標】に同じ。 

④ 寄附の金額の目安 

70,250千円（2020年度～2024度累計） 

⑤ 事業の評価の方法（ＰＤＣＡサイクル） 

【検証方法、外部組織の参画者】 

毎年度６月頃、産（民間企業経営者）、官（市職員）、学（学識者）、金（金

融機関シンクタンク研究員）、労（労働組合関係者）、言（マスコミ関係者）、

公募委員（市民）によって構成される外部有識者委員会（「事業評価委員会」）

において、ＫＰＩの達成度を検証。検証結果を勘案し、ＫＰＩの達成度が著し

く低下する場合は、本委員会において事業の見直しに関して意見聴取する。加

えて、毎年度８月頃、多治見市議会による検証も合わせて実施する。 

【検証結果の公表の方法】 

検証後、速やかに多治見市公式ホームページで公表するとともに、多治見市

の公式ＳＮＳ（ソーシャルネットワークサービス）、コミュニティＦＭ、広報

誌等をフル活用して市民及び事業者への周知を図る 

⑥ 事業実施期間 

2020年４月１日から 2025年３月 31日まで 

 

５－３ その他の事業  

該当なし 

 

６ 計画期間 

2020年４月１日から 2025年３月 31日まで 


